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資料出所：総務省「労働力調査」

【女性の年齢階級別就業率】

○ 女性の年齢階級別の就業率はいわゆる「Ｍ字」カーブとなっているが、「M字」の底を中心に、女性の就業率は
大きく上昇している。

女性の年齢階級別就業率
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○ 女性の就業率（25～44歳）と１・２歳児保育利用率ともに、年々上昇傾向にある。

⼥性就業率(25〜44歳)と保育園等の利⽤率の推移

女性の就業率
（25～44歳）

保育園等
利用率（全体）

保育園等利用率
（１・２歳児）

74.3%

42.4%

45.7%

出典：総務省「労働力調査」等を基に厚生労働省保育課で作成
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認可保育園
（０～５歳）

認定こども園
（０～５歳）

幼稚園
（３～５歳）

小規模保育
（０～２歳）

病児保育

一時預かり
ファミリー・
サポート・センター

施設に預ける

事業所内保育
（０～２歳）

居宅訪問型保育
（０～２歳）

家庭的保育
（保育ママ）
（０～２歳）

自宅などで預かってもらう

保育等を一時的に利用する

利用者が活用できるメニューの全体像

企業主導型保育
※事業所内保育の一類型
※事業主拠出金により運営

認可施設・事業（国と自治体が公費支援） 認可事業（国と自治体が公費支援）

企業主導型ベビーシッター
※事業主拠出金により運営

自治体独自の保育施設
例）東京都認証保育所、横浜保育室等

※自治体が公費支援
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保育園等定員数・利用児童数・保育園等数の推移

（出典） 23年～25年、27年～30年 －厚生労働省子ども家庭局保育課調べ
26年 －厚生労働省大臣官房統計情報部 「福祉行政報告例」

○保育園等定員数及び利用児童数の推移 ○保育園等数の推移

4
認可定員数 利用定員数



○社会保障と税の一体改革等により、子ども・子育て支援に必要な財源は１兆円超とされている。
（参考１）子ども・子育て関連３法案に対する附帯決議（平成24年8月10日参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会）（抄）

十五、幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るためには、１兆円超程度の財源が必要であり、今回の消費税率の引上げにより確保する
0.7兆円程度以外の0.3兆円超について、速やかに確保の道筋を示すとともに、今後の各年度の予算編成において、財源の確保に最大限努
力するものとすること。

（参考２）少子化社会対策大綱(平成27年3月20日閣議決定) （抄）

施策の具体的内容 １．重点課題 （１）子育て支援施策を一層充実させる。
①子ども・子育て支援新制度の円滑な実施
○地域の実情に応じた幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実

平成27年４月から「子ども・子育て支援新制度」を施行し、幼児教育・保育・子育て支援の「量的拡充」（待機児童の解消や身近な子育て支援
サービスの提供）及び「質の向上」（職員の配置や処遇の改善等）を行う。その際、市町村が、住民のニーズを把握し、地域の実情に応じて、
計画的に提供体制の整備を図る。そのために必要な１兆円超程度の財源の確保については、消費税財源から確保する0.7兆円程度を含め、
適切に対応する。

「量的拡充」「質の向上」分
（主なメニュー）
○認定こども園、幼稚園、保育所、地域型
保育、地域子ども・子育て支援事業などの
量的拡充

○３歳児の職員配置を改善（20：1→15：1）
○職員給与の改善（＋３％）
○研修機会の充実
○放課後児童クラブの充実
○社会的養護の量的拡充 等

「質の向上」分

（主なメニュー）

○職員給与の改善（＋２％）

○１歳児の職員配置を改善（6：1→5：1）
○ ４・５歳児の職員配置を改善（30：１→25：1）
○施設長、栄養士、その他職員の配置

○延長保育の充実 等

０．７兆円（消費税財源） ０．３兆円超（左記以外の財源）

子ども・子育て支援に必要な財源の確保について
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【待機児童を解消】
東京都をはじめ意欲的な自治体を支援するため、待機児童解消に必要な受け皿約22万人分の予算を2018（平

成30）年度から2019（平成31）年度末までの２年間で確保。（遅くとも2020（平成32）年度末までの３年間
で全国の待機児童を解消）
【待機児童ゼロを維持しつつ、５年間で「Ｍ字カーブ」を解消】
「Ｍ字カーブ」を解消するため、2020（平成32）年度末までの３年間で⼥性就業率80％に対応できる約32

万人分の受け皿整備（当初５年間の計画を３年間に２年前倒し）。 （参考）スウェーデンの⼥性就業率︓82.5％（2016）

「子育て安心プラン」
【平成29年６月２日公表】

「待機児童解消加速化プラン」
（５年間）

2013（Ｈ25）年度 2017（Ｈ29）年度末
2022（Ｈ34）

年度末
2019(H31)～

2020(Ｈ32)年度末

「子育て安心プラン」
（２～３年間）

待機児童数

女性(25-44歳)就業率

ゼロ

80％

２年前倒し

２年前倒しし、2020年度末までの
３年間で約32万人分の受け皿を整備

約32万人増約53.5万人増

自治体を支援し､２年間で待機児童を解消
するための受け皿整備の予算の確保
(遅くとも３年間で待機児童解消)

19,895人（H30.4)

74.3％(H29)
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６つの支援パッケージの主な内容
１ 保育の受け皿の拡大
〜更なる都市部対策と既存施設の活⽤、多様な保育を推進する〜

２ 保育の受け皿拡大を支える「保育人材確保」
〜保育補助者を育成し、保育⼠の業務負担を軽減する〜

３ 保護者への「寄り添う支援」の普及促進
〜更なる市区町村による保護者支援を⾏う〜

４ 保育の受け皿拡大と⾞の両輪の「保育の質の確保」
〜認可外保育施設を中⼼とした保育の質を確保する〜

５ 持続可能な保育制度の確⽴

６ 保育と連携した「働き方改革」
〜ニーズを踏まえた両⽴支援制度の確⽴を目指す〜

・都市部における⾼騰した保育園の賃借料への補助
・大規模マンションでの保育園の設置促進
・幼稚園における２歳児の受入れや預かり保育の推進
・企業主導型保育事業の地域枠拡充など
・国有地、都市公園、郵便局、学校等の余裕教室等の活⽤
・家庭的保育の地域コンソーシアムの普及、小規模保育、

病児保育などの多様な保育の受け皿の確保
・市区町村ごとの待機児童解消の取組状況の公表

※市区町村における待機児童対策の取組状況（受け皿拡大量、
各年４⽉１⽇の待機児童数等）を市区町村ごとに公表。

・保育提供区域ごとの待機児童解消の取組状況の公表
・広域的保育園等利⽤事業の積極的な活⽤促進

・処遇改善を踏まえたキャリアアップの仕組みの構築
・保育補助者から保育⼠になるための雇上げ支援の拡充
・保育⼠の子どもの預かり支援の推進
・保育⼠の業務負担軽減のための支援

・「保育コンシェルジュ」による保護者のための出張相談
などの支援拡大

・待機児童数調査の適正化

・地⽅単独保育施設の利⽤料支援
・認可外保育施設における事故報告等と情報公表の推進
・災害共済給付の企業主導型保育、認可外保育施設への対象

拡大

・保育実施に必要な安定財源の確保

・男性による育児の促進
・研究会を開催し育児休業制度の在り⽅を総合的に検討
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待機児童解消に向けた取組の状況について
【保育の受け皿拡大の状況】
○ 待機児童解消加速化プランによる市区町村と企業主導型保育事業における保育の受け皿拡大を合わせると、2013年度

から2017年度末までの５年間の合計は、約53.5万人分（※）。待機児童解消加速化プランの政府目標50万人分を達成。
※ 市区町村の受け皿拡大量：約47.6万人分 企業主導型保育事業の受け皿拡大量：約６万人分

○ 子育て安心プランによる保育の受け皿拡大量は、現時点の市区町村等の計画を積み上げると、2017年度末までの子育
て安心プランの前倒し分を含め、2018年度から2020年度末までの３年間で約29.3万人分が拡大できる見込み。

【保育の申込者数、待機児童数の状況】
○ 一方、女性就業率（25歳から44歳）は年々上昇しており、それに伴い申込者数も年々増加。2018年４月時点の申込者

数は、約271.2万人で、昨年度と比較して増加（約6.2万人増）。
○ 2018年４月時点の待機児童数は、19,895人となり、10年ぶりに２万人を下回る結果。
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（H29)

待機児童数
増減

人 ％ 人 人

北海道 129 0.16 65 64

青森県 0 0.00 0 0
岩手県 145 0.48 178 ▲ 33
宮城県 613 1.43 790 ▲ 177

秋田県 37 0.16 41 ▲ 4
山形県 46 0.18 67 ▲ 21
福島県 371 1.15 616 ▲ 245

茨城県 386 0.68 516 ▲ 130
栃木県 41 0.10 131 ▲ 90
群馬県 28 0.06 2 26

埼玉県 1,552 1.23 1,258 294
千葉県 1,392 1.27 1,787 ▲ 395
東京都 5,414 1.84 8,586 ▲ 3,172

神奈川県 864 0.54 756 108
新潟県 1 0.00 2 ▲ 1
富山県 0 0.00 0 0

石川県 0 0.00 0 0
福井県 18 0.07 0 18
山梨県 0 0.00 0 0

長野県 50 0.10 0 50
岐阜県 0 0.00 2 ▲ 2
静岡県 325 0.49 456 ▲ 131

愛知県 238 0.15 185 53
三重県 80 0.20 100 ▲ 20
滋賀県 439 1.29 356 83

京都府 75 0.13 227 ▲ 152
大阪府 677 0.38 1,190 ▲ 513
兵庫県 1,988 1.83 1,572 416

奈良県 201 0.79 287 ▲ 86
和歌山県 16 0.08 29 ▲ 13

 鳥取県 0 0.00 0 0

島根県 30 0.13 119 ▲ 89
岡山県 698 1.49 1,048 ▲ 350
広島県 207 0.32 186 21

山口県 36 0.14 100 ▲ 64
徳島県 33 0.20 94 ▲ 61
香川県 108 0.48 227 ▲ 119

愛媛県 49 0.19 97 ▲ 48
高知県 51 0.24 73 ▲ 22
福岡県 995 0.82 1,297 ▲ 302

佐賀県 33 0.14 34 ▲ 1
長崎県 157 0.42 190 ▲ 33
熊本県 182 0.32 275 ▲ 93

大分県 13 0.05 505 ▲ 492
宮崎県 63 0.19 36 27
鹿児島県 244 0.58 354 ▲ 110

沖縄県 1,870 3.26 2,247 ▲ 377

注：各都道府県には指定都市・中核市を含む。 計 19,895 0.73 26,081 ▲ 6,186

参考

待機児童数 待機児童率都道府県

(13)

(14)

平成30年4月1日現在

100人未満

100人以上500人未満

500人以上1,000人未満

1,000人以上3,000人未満

3,000人以上5,000人未満

(24)

(15)

(10)

5,000人以上 (11)

(都道府県数)

（参考）平成３０年４月１日 全国待機児童マップ（都道府県別）

※ 待機児童率＝待機児童数／申込者数 9



○ 保育利用率（利用児童数／就学前児童数）は年々上昇しており、1・2歳児の利用率は１年間で1.3ポイント
上昇し、平成30年４月１日の保育利用率は47.0％となっている。

○ 待機児童は1・2歳児に多く、全体の74.2％を占めており、今後も1・2歳児の受け皿拡大を中心に取組みを進
めていく。

1・2歳児の申込者数及び保育の受け皿整備等の見込み

待機児童解消加速化プラン

待機児童等の状況（年齢別）

年齢別の待機児童数及び利用児童数

待機児童数及び保育利用率の実績の推移

子ども・子育て支援新制度

子育て
安⼼プラン
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(人)

待機児童数（全体)

保育利用率（全体）

保育利用率（1・2歳児）

0%

30年利用児童数 保育利用率 就学前児童数

17,626人 (88.6%) 1,071,261人 (36.6%) 2,923,000人

うち0歳児 2,868人 (14.4%) 149,948人 (15.6%) 963,000人

うち1・2歳児 14,758人 (74.2%) 921,313人 (47.0%) 1,960,000人

2,269人 (11.4%) 1,543,144人 (51.4%) 3,003,000人

19,895人 (100.0%) 2,614,405人 (44.1%) 5,926,000人

30年待機児童数

 低年齢児(0～2歳)

 3歳以上児

 全年齢児計

※ 利用定員数は、市区町村の受け皿整備量の拡大見込み量
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「保育士数」と「保育士の年収」の推移

※ 「保育士数」は「社会福祉施設等調査（厚生労働省）」による、各年10月１日時点の保育施設に従事する保育士の数（常勤換算従事者数）。
※ 平成27年以降は、保育教諭（主幹保育教諭、指導保育教諭、助保育教諭、講師を含む）及び小規模保育事業所における保育従事者及び家庭的保育者の

うち、保育士資格保有者の数を含む。
※ 「保育士の年収」は、「賃金構造基本統計調査（厚生労働省）」における各年６月の月収と前年の賞与から算出。

：保育士数（常勤換算）（左軸）

：保育士の年収（右軸）

40万人

320万円

「待機児童解消加速化プラン」
保育を支える保育人材の確保

０人

35万人

０円

330万円
325万円

324万円

315万円
310万円

317万円

323万円

45万人

35.2万人
35.7万人

37.0万人

39.4万人

41.2万人

38.1万人
327万円

さらなる
待遇改善策

43.9万人

342万円

340万円

46.4万人
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◆ 「子育て安心プラン」に基づく約32万人分の保育の受け皿整備に伴い、保育の担い手となる保育人材（新たに約7.7万人）
を確保するため、処遇改善のほか、新規の資格取得、就業継続、離職者の再就職といった支援に総合的に取り組む。

保育人材の確保に向けた総合的な対策

就業継続支援

【養成校ルート】

○保育士修学資金貸付の実施（養成校に通う学生に対し、修学資金の一部を貸付け）【27補正】
・卒業後、５年間の実務従事により返還を免除
・学費 ５万円（月額）など

○保育士資格取得支援事業の拡充（保育園等で働きながら養成校の卒業による資格の取得を目指す方への授業料の補助）
・補助対象者を常勤職員から非常勤職員を含む全職員に拡大 【30予算】

【保育士試験ルート】 ※年２回の試験を実施（ 27年度：４府県で実施 → 29年度：全ての都道府県で実施）

○保育士試験による資格取得支援事業の拡充（保育士試験の合格による資格の取得を目指す方への教材費等の補助）
・支給対象期間を拡大（試験の１年前までに要した費用→試験の２年前までに要した費用） 【30予算】

○保育園等におけるＩＣＴ化の推進
・保育士の業務負担を軽減するため、保育に関する計画・記録や保護者との連絡、子どもの登降園管理等の業務を

ＩＣＴ化するためのシステムの導入費用を支援する。 【29補正】

○保育補助者の雇い上げ支援の拡充（保育士の業務を補助する方の賃金の補助）
・研修受講要件を緩和し、保育人材の裾野を拡大（子育て支援員研修の受講→保育園等での実習） 【30予算】
・補助基準額の引き上げ（１施設１名分（221.5万円）→定員121人以上の施設：２名分（443万円）） 【30予算】

○保育体制強化事業の拡充（清掃等の業務を行う方の賃金の補助）
・実施主体の拡大（待機児童解消加速化プラン参加市区町村→全ての市区町村）等 【30予算】

○保育士宿舎借り上げ支援（補助額：１人当たり月額8.2万円（上限））
・対象者の拡大（採用から５年以内の者→採用から10年以内の者） 【29予算～】

新規資格取得支援

○保育士・保育所支援センター（潜在保育士の掘り起こしを行い、保育事業者とのマッチング支援（職業紹介）を実施）
・マッチング支援を行うコーディネーターの追加配置（１名→２名） 【29予算～】

○就職準備金貸付事業（再就職する際等に必要となる費用を貸し付け、２年間勤務した場合、返還を免除）

・貸付額の上限を引き上げ（20万円→40万円） 【28補正～】

離職者の再就職支援

12



＋ ＝

保
育
士

賞与 賃金月額
きまって支給する現金給与額
（基本給・諸手当・超勤額）

全
産
業

（女性）

（男女）

（女性）

（男女）

（単位：万円）

22.8
(22.2)

(27.1)

5.5
(4.9)

23.0

(22.3)

5.5
(4.9)

28.5
(27.2)

26.4
（26.3）

5.1
（5.1）

31.5

（31.4）

33.4

（33.4）

7.5
（7.5）

40.9
（40.8）

差額：3.2万円
(4.3万円）

⇒まずはこの解消を
目指す（注１）

差額：10.4万円

(11.0万円）
⇒指摘されている

処遇格差

（注１）保育士の94％程度が女性であることを踏まえ、女性の賃金月額で比較。

（注２）上記数字は月額であり、賞与は12で割った数。
（注３）括弧書きは平成28年賃金構造基本統計調査をもとに算出した額。
（注４）上記の額は四捨五入を行っているため、それぞれの額の差や合計が一致しないものがある。

＜平成29年賃金構造基本統計調査（厚生労働省）をもとに算出＞

【年収325万】

【年収268万】

【年収401万】

（年収376万）

【年収400万】

（年収378万）

保育士と全産業の賃金比較（月額）

【年収276万】

28.3 【年収340万】
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保育士等の処遇改善の推移

０．３兆円
超メニュー

０．７兆円
メニュー
（消費税財源）

（2012） （2013） （2014） （2015） （2016） （2017/2018）

1.1%1.3%
1.3%1.9%

1.9%
1.9%

2.0%

2.0%

2.0%
2.0%

2.85%

3.0%
3.0%

3.0%

2.85%

2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度/30年度

安心こども基金
において創設

保育緊急確保事業
で事業継続

公定価格に
組み込む（恒久化）

＋約３％
（月額約9,000円）

＋約５％
（月額約15,000円）

＋約７％
（月額約21,000円）

＋約８％
（月額約26,000円）

＋約11％＋最大４万円
（月額約35,000円＋最大４万円）

＋

※26年人事院勧告
準拠（26補正）

※27年人事院勧告
準拠（27補正）

※28年人事院勧告準拠（28補正）

※処遇改善等加算
（賃金改善要件分）
消費税財源以外

※処遇改善等加算
（賃金改善要件分）
消費税財源

※処遇改善等加算
（賃金改善要件分）
消費税財源

（改善率）

技能・経験に着目した
更なる処遇改善

※29年人事院
勧告準拠（29
補正/30予
算）

※ 処遇改善等加算（賃金改善要件分）は、平成25、26年度においては「保育士等処遇改善臨時特例事業」により実施
※ 各年度の月額給与改善額は、予算上の保育士の給与改善額
※ 上記の改善率は、各年度の予算における改善率を単純に足し上げたものであり、24年度と比較した実際の改善率とは異なる。 14



副主任保育士 ※ライン職

【要件】
ア 経験年数概ね７年以上
イ 職務分野別リーダーを経験
ウ マネジメント＋３つ以上の分野

の研修を修了
エ 副主任保育士としての発令

専門リーダー ※スタッフ職

【要件】
ア 経験年数概ね７年以上
イ 職務分野別リーダーを経験
ウ ４つ以上の分野の研修を修了
エ 専門リーダーとしての発令

職務分野別リーダー

【要件】
ア 経験年数概ね３年以上
イ 担当する職務分野（左記①～⑥）の研修を修了
ウ 修了した研修分野に係る職務分野別リーダー※としての発令
※乳児保育リーダー、食育・アレルギーリーダー 等
※同一分野について複数の職員に発令することも可能

キャリアアップ研修の創設

→以下の分野別に研修を体系化

※ 研修の実施主体：都道府県等

※ 研修修了の効力：全国で有効

※ 研修修了者が離職後再就職
する場合：以前の研修修了の
効力は引き続き有効

園長
＜平均勤続年数24年＞

主任保育士
＜平均勤続年数21年＞

保育士等 ＜平均勤続年数８年＞

月額５千円の処遇改善
（園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね１／５）

【研修分野】

①乳児保育 ②幼児教育
③障害児保育 ④食育・アレルギー
⑤保健衛生・安全対策
⑥保護者支援・子育て支援
⑦保育実践 ⑧マネジメント

新新

新

新

月額４万円の処遇改善
（園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね１／３）

※新たな名称はすべて仮称

研修による技能の習得により、
キャリアアップができる仕組みを構築

このほか、更なる「質の向上」の一環として、全職員に対して２％（月額６千円程度）の処遇改善を実施

※上記処遇改善の対象は、公定価格における現行の処遇改善等加算の対象と同じ。
※ 「園長・主任保育士を除く保育士等全体の概ね１／３」とは、公定価格における職員数に基づき算出したもの。

保育士等（民間）のキャリアアップの仕組み・処遇改善のイメージ 所要額約1,100億円(公費)
※幼稚園、認定こども園等のほか、児童養護施設等

や放課後児童クラブの職員への処遇改善を含む。
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保育士等の技能・経験に応じた処遇改善の運用の⾒直しについて

（括弧内の人数は、定員９０人（職員１７人）の保育園モデルの場合）

○ 例えば、０〜２歳児担当、３〜５歳児担当などの「副主任保育士」又は「専門リーダー」を配置（２人以上）
（定員規模に応じた人数は、別紙参照）

※ 副主任保育⼠︓３つ以上の専門分野及びマネジメントの研修を修了した者
※ 専門リーダー︓４つ以上の専門分野の研修を修了した者

○ 加えて、乳児保育、幼児教育、障害児保育など、専門６分野ごとに「職務分野別リーダー」 （兼務可）を配置（３人以上）
※ 職務分野別リーダー︓１つ以上の専門分野の研修を修了した者

⇒ 処遇改善等加算Ⅱの加算要件は、研修の受講を促進し、2022年度を目途に、研修受講の必須化を目指す。

専門リーダー

園 ⻑
主任保育士

副主任保育士副主任保育士

【例えば、０〜２歳児担当】 【例えば、３〜５歳児担当】

①乳児保育、②幼児教育、③障害児保育、④食育・アレルギー対応、⑤保健衛生・安全対策、⑥保護者支援・子育て支援
職務分野別リーダー

目指すべき保育園の組織体制

■ 保育⼠等が専門性の向上を図り、技能・経験に応じてキャリアアップできる組織体制の整備を目指す。
■ 各保育園における人員配置や賃⾦体系の実情を踏まえ、保育⼠等の技能・経験に応じた処遇改善等加算Ⅱについて、
運用の柔軟化を図る。

（2021年度までは研修の受講要件を課さず、2022年度開始までに、研修の受講状況を踏まえ、2022年度からの必須化を判断）

【保育園をモデルとした場合】

16



＜ 副主任保育⼠⼜は専門リーダー︓加算額20万円（４万円×５人）＞＜定員９０人（職員１７人※）の保育園モデルの場合＞
※ 園⻑１⼈、主任保育⼠１⼈、保育⼠１２⼈、調理員等３⼈

平成30年度における処遇改善等加算Ⅱの配分方法の⾒直し

20万円のうち、12万円は副主任保育⼠⼜は専門リーダー
のみに配分可能（配分⼈数及び額は事業者において判断）

【改善点１】
12万円については、職務分野別リーダーにも配分可能

職務分野別リーダー

保育⼠等

園 ⻑

主任保育⼠

専門
リーダー

副主任
保育⼠

＜職務分野別リーダー︓加算額1.5万円（5千円×3人）＞

３⼈の職務分野別リーダーに⽉額５千円

【改善点２】
３人以上の職務分野別リーダーに月額５千円以上（ただし、

副主任保育⼠等への一番低い加算額を超えない額）

【改善点３】
加算額21.5万円（20万円＋1.5万円）の20%について、

同一事業者内で保育園をまたぐ配分が可能
（2022年度までの時限措置。同一事業者内全体での処遇改
善を確認。）

同一事業者内での保育園間の配分は不可３人
↓

３人以上

５人以上
↓

２人以上

（配分方法の⾒直し）

副主任保育⼠等の給与
が主任保育⼠の給与を
超える場合は配分可能
※現⾏でも可

配分可能
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処遇改善等加算Ⅱの運⽤改善の具体的な例

＜定員９０人（職員１７人※）の保育園モデルの場合＞
※ 園⻑１⼈、主任保育⼠１⼈、保育⼠１２⼈、調理員等３⼈

【現 ⾏】 【⾒直し後】

職務分野別リーダー
５千円×３人＝1.5万円

保育⼠等
6⼈

園 ⻑
１⼈

主任保育⼠
1⼈

副主任保育⼠等
4万円×2人＝ 8万円
3万円×4人＝ 12万円

職務分野別リーダー
1.5万円×9人＝13.5万円

保育⼠等
４⼈

園 ⻑
１⼈

主任保育⼠
1⼈

副主任保育⼠等
４万円×2人＝8万円

若⼿保育⼠の多い保育園の場合例

12万円分を
配分

６人

３人

２人

９人
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保育園と幼稚園の年齢別利⽤者数及び割合

※保育園の数値は平成29年の「待機児童数調査」（平成2９年４月１日現在）より。なお、「保育園」には地方裁量型認定こども園、保育所型認定こども園、特定地域型
保育事業も含む。４歳と５歳の数値については、 「待機児童数調査」 の４歳以上の数値を「社会福祉施設等調査」（平成28年10月１日現在）の年齢別の保育所、保育
所型認定こども園、小規模保育所の利用者数比により按分したもの。

※幼稚園の数値は平成29年度「学校基本調査」（速報値、平成29年５月１日現在）より。なお、「幼稚園」には特別支援学校幼稚部、幼稚園型認定こども園も含む。
※幼保連携型認定こども園の人数は平成29年度「認定こども園に関する状況調査」（平成29年4月1日現在）より。
※該当年齢人口は総務省統計局による人口推計年報（平成28年10月１日現在）より。
※「推計未就園児数」は、該当年齢人口から幼稚園在園者数及び保育園在園者数を差し引いて推計したものである。
※四捨五入の関係により、合計が合わない場合がある。

幼稚園児

幼保連携型認定こども園児

100.2万人 96.0万人 101.1万人97.4万人 101.7万人 104.5万人（%）
該当年齢⼈⼝

保育園児

推計未就園児

12.9万⼈
（12.9％）

35.2万⼈
（36.7％）

40.8万⼈
（41.8％）

43.1万⼈
（42.7％）

43.0万⼈
（42.3％）

42.5万⼈
（40.7％）1.9万⼈（1.9％）

5.2万⼈（5.5％）
6.4万⼈（6.6％）

11.9万⼈（11.8％）

12.3万⼈（12.1％） 13.4万⼈（12.8％）

85.4万⼈
（85.2％）

55.6万⼈
（57.9％）

50.2万⼈
（51.6％）

9.0万⼈
（8.9％）

2.8万⼈（2.7％） 2.0万⼈（1.9％）

37.0万⼈
（36.6％）

43.6万⼈
（42.8％）

46.6万⼈
（44.6％）
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・平成24年 衆議院・参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会における附帯決議

・平成26年度〜 毎年度、幼児教育の段階的無償化を実施

・平成29年12⽉８⽇ 「新しい経済政策パッケージ」（閣議決定）

・平成30年５⽉31⽇ 「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する
検討会報告書」（とりまとめ）

・平成30年６⽉15⽇ 「経済財政運営と改革の基本⽅針2018」（閣議決定）

・平成30年７⽉10⽇ 子どもたちのための無償化実現に向けた全国市⻑会緊急フォーラム

・平成30年８⽉２⽇ 市町村実務検討チーム発⾜（第４回以降も継続して実施）

・平成30年10⽉５⽇ 第１回子ども・子育て検討会議

・平成30年10⽉15⽇ 国と地⽅の協議の場
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幼児教育の無償化のこれまでの主な経緯

◎衆議院・社会保障と税の一体改革に関する特別委員会における附帯決議（平成24年6月26日）（抄）
・ 幼児教育・保育の無償化について、検討を加え、その結果に基づいて所要の施策を講ずるものとすること。

◎参議院・社会保障と税の一体改革に関する特別委員会における附帯決議（平成24年8月10日）（抄）
・ 新制度により待機児童を解消し、すべての子どもに質の高い学校教育・保育を提供できる体制を確保しつつ、幼児教育・保育の無償化につい
て検討を加え、その結果に基づいて所要の施策を講ずるものとすること。当面、幼児教育に係る利用者負担について、その軽減に努めること。



各年度予算措置 負担軽減の内容

平成２６年度予算
公費：３１２億円
（国：１０４億円、
地方：２０８億円）

幼稚園の保育料について
・生活保護世帯の保育料6,600円を無償化
・第２子は半額、第３子以降は無償とする軽減措置の所得制限（年収約680万円まで）を撤廃

平成２７年度予算
公費：１８９億円

（国：６０億円、
地方：１２９億円）

幼稚園の保育料について
・市町村民税非課税世帯（年収約270万円まで）の保育料を9,100円から3,000円に引き下げ

平成２８年度予算
公費：３８２億円
（国費：１２６億円、
地方：２５６億円）

年収360万円未満相当の世帯の幼稚園・保育所等の保育料について
・兄弟の年齢に関わらず、第２子は半額、第３子以降は無償
・ひとり親世帯においては、第１子は半額、第２子以降は無償

平成２９年度予算
公費：６９億円
（国費：２４億円、
地方：４５億円）

市町村民税非課税世帯の幼稚園・保育所等の保育料について
・第２子完全無償化

年収360万円未満相当の世帯の幼稚園・保育所等の保育料について
①ひとり親世帯等の保護者負担の軽減措置の拡充
②①以外の世帯において、１号認定子どもの負担軽減

平成３０年度予算
公費：５６億円
（国費：２１億円、
地方：３５億円）

幼稚園等の保育料について
・１号認定こどものうち、年収約360万円未満相当世帯の第１子及び第２子の負担軽減

幼児教育の段階的無償化の取組み

（参考）平成26年以降に進めてきた幼児教育の段階的な無償化に係る財源の負担割合は以下の通り。

・ 特定教育・保育施設については施設型給付における負担割合（国1/2、都道府県1/4、市町村1/4）

・ 新制度未移行幼稚園については就園奨励費補助事業における負担割合（国1/3、市町村2/3）

・ 公立施設については施設型給付における負担割合（市町村10/10）。 ※ 地方交付税措置
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１．幼児教育の無償化
（具体的内容）

子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育の無償化を一気に加速する。広く国民が利用している３歳か
ら５歳までの全ての子供たちの幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化する。なお、子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚
園については、公平性の観点から、同制度における利用者負担額を上限として無償化する。

幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等については、専門家の声も反映する検討の場を設け、現場及び関係者の
声に丁寧に耳を傾けつつ、保育の必要性及び公平性の観点から、来年夏までに結論を出す。

０歳～２歳児が９割を占める待機児童について、３歳～５歳児を含めその解消が当面の最優先課題である。待機児童を解消するため、「子
育て安心プラン」を前倒しし、2020年度までに32万人分の保育の受け皿整備を着実に進め、一日も早く待機児童が解消されるよう、引き続き

現状を的確に把握しつつ取組を進めていく。こうした取組と併せて、０歳～２歳児についても、当面、住民税非課税世帯を対象として無償化を
進めることとし、現在は、住民税非課税世帯の第２子以降が無償とされているところ、この範囲を全ての子供に拡大する。

なお、０歳～１歳児は、ワークライフバランスを確保するため、短時間勤務など多様な働き方に向けた環境整備、企業による職場復帰の確
保など男性を含め育児休業を取りやすくする取組、育児休業明けの保育の円滑な確保、病児保育の普及等を進めるなど、引き続き、国民の
様々な声や制度上のボトルネックを的確に認識し、重層的に取り組んでいく。

（実施時期）
こうした幼児教育の無償化については、消費税率引上げの時期との関係で増収額に合わせて、2019年４月から一部をスタートし、2020年４

月から全面的に実施する。

また、就学前の障害児の発達支援（いわゆる障害児通園施設）についても、併せて無償化を進めていく。さらに、人工呼吸器等の管理が必
要な医療的ケア児 に対して、現在、看護師の配置・派遣によって受入れを支援するモデル事業を進めている。こうした事業を一層拡充すると
ともに、医療行為の提供の在り方について議論を深め、改善を図る。海外の日本人学校幼稚部についても実態把握を進める。

引き続き、少子化対策及び乳幼児期の成育の観点から、０歳～２歳児保育の更なる支援について、また、諸外国における義務教育年齢の
引下げや幼児教育無償化の例等を幅広く研究しつつ、幼児教育の在り方について、安定財源の確保と併せて、検討する。

２．待機児童の解消
（待機児童の解消）
待機児童の解消は、待ったなしの課題である。

2018年度から2022年度末までの５年間で、女性就業率80％に対応できる32万人分の保育の受け皿を整備する「子育て安心プラン」を策定し
たところである。同プランをより速く実現させるため、同プランを前倒しし、2020年度末までに32万人分の受け皿整備を行う。幼児教育の無償
化よりも待機児童の解消を優先すべきとの声がある。幼児教育の無償化は消費税率引上げによる増収にあわせて2019年度から段階的に取
組を進めていくのに対し、「子育て安心プラン」は、2018年度（来年度）から早急に実施していく。併せて、保育士の確保や他産業との賃金格
差を踏まえた処遇改善に更に取り組むこととし、今年度の人事院勧告に伴う賃金引上げに加え、2019年４月から更に１％（月3000円相当）の
賃金引上げを行う。

新しい経済政策パッケージ（平成29年12月８日閣議決定）（抜粋）
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第２章 力強い経済成長の実現に向けた重点的な取組

１．人づくり革命の実現と拡大
我が国は、健康寿命が世界一の長寿社会を迎えており、今後の更なる健康寿命の延伸も期待される。こうし

た人生100年時代には、高齢者から若者まで、全ての国民に活躍の場があり、全ての人が元気に活躍し続けられ
る社会、安心して暮らすことのできる社会をつくる必要があり、その重要な鍵を握るのが「人づくり革命」、
人材への投資である。

「人づくり革命」では、第一に、幼児教育無償化を一気に加速する。３歳から５歳までの全ての子供たちの
幼稚園、保育所、認定こども園の費用を無償化する。加えて、幼稚園、保育所、認定こども園以外についても、
保育の必要性があると認定された子供を対象として無償化する。０歳から２歳児については、待機児童解消の
取組と併せて、住民税非課税世帯を対象として無償化を進める。

第二に、 優先の課題である待機児童問題を解消し、女性就業率80％ に対応できる「子育て安心プラン」
を前倒しし、2020年度末までに32万人分の受け皿整備を進めるとともに、保育士の更なる処遇改善に取り組む。

（１）人材への投資
① 幼児教育の無償化

待機児童問題が 優先の課題であることに鑑み、「子育て安心プラン」による受け皿の整備を着実に進め
るとともに、「新しい経済政策パッケージ」での３歳から５歳までの全ての子供及び０歳から２歳までの住
民税非課税世帯の子供についての幼稚園、保育所、認定こども園の費用の無償化措置 （子ども・子育て支援
新制度の対象とならない幼稚園については、同制度における利用者負担額を上限）に加え、幼稚園、保育所、
認定こども園以外（以下「認可外保育施設」という。）の無償化措置の対象範囲等について、以下のとおり
とする。

経済財政運営と改革の基本方針2018（平成30年６月15日閣議決定）
（保育関係部分抜粋）
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（認可外保育施設の無償化の対象者・対象サービス）
対象者は、今般の認可外保育施設に対する無償化措置が、待機児童問題により認可保育所に入ることができ

ない子供に対する代替的な措置であることを踏まえ、認可保育所への入所要件と同一とする。すなわち、保育
の必要性があると認定された子供であって、認可保育所や認定こども園を利用できていない者とする。

対象となるサービスは、以下のとおりとする 。
・幼稚園の預かり保育
・一般的にいう認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター及び認可

外の事業所内保育等 のうち、指導監督の基準を満たすもの。ただし、５年間の経過措置として、指導監
督の基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする猶予期間を設ける。

このほか、就学前の障害児の発達支援（いわゆる「障害児通園施設」）については、幼児教育の無償化と併
せて無償化することが決定されているが、幼稚園、保育所及び認定こども園と障害児通園施設の両方を利用す
る場合は、両方とも無償化の対象とする。

（認可外保育施設の無償化の上限額）
無償化の上限額は、認可保育所の利用者との公平性の観点から、認可保育所における月額保育料の全国平均

額とする。幼稚園の預かり保育については、幼稚園保育料の無償化上限額 を含めて、上述の上限額まで無償
とする 。

（実施時期）
無償化措置の対象を認可外保育施設にも広げることにより、地方自治体において、幼稚園の預かり保育や認

可外保育施設の利用者に対する保育の必要性の認定に関する事務などが新たに生じることになることを踏まえ、
無償化措置の実施時期については、2019年４月と2020年４月の段階的な実施ではなく、認可、認可外を問わず、
３歳から５歳までの全ての子供及び０歳から２歳までの住民税非課税世帯の子供について、2019年10月からの
全面的な無償化措置の実施を目指す。

（認可施設への移行の促進）
今後、保育の質の確保が重要であることに鑑み、認可外保育施設の認可施設への移行促進策の強化を検討し、

指導監督基準を満たさない認可外保育施設も含め、認可施設への移行を加速化する。
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７．安全で安心な暮らしの実現
（５）少子化対策、子ども・子育て支援

子ども・子育て支援の更なる「質の向上」を図るため、消費税分以外も含め、適切に財源を確保していく。

第３章 「経済・財政一体改革」の推進

４．主要分野ごとの計画の基本方針と重要課題
（１）社会保障

（生涯現役、在宅での看取り等）
また、既存の施策を含め地方自治体への財政的インセンティブを活用し、元気で働く意欲のある高齢者を介

護・保育等の専門職の周辺業務において育成・雇用する取組を全国に展開する。子ども・子育てについて、全
世代型社会保障の実現に向けて充実・強化を図る中においても、効果的・効率的な支援としていくことが重要
であり、優先順位付けも含めた見直しを行う。

（医療・介護サービスの生産性向上）
人口減少の中にあって少ない人手で効率的に医療・介護・福祉サービスが提供できるよう、（中略）従事者

の業務分担の見直し・効率的な配置、介護助手・保育補助者など多様な人材の活用、事業所マネジメントの改
革等を推進する。
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幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について

○ 子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育の無償化を一気に加速する。
幼児教育の無償化は、生涯にわたる⼈格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る
少子化対策の観点などから取り組むもの。

○ 「新しい経済政策パッケージ」（2017年12⽉８⽇閣議決定）、「経済財政運営と改革の基本⽅針2018」
（2018年６⽉15⽇閣議決定）において、以下の⽅針が示され、消費税率引上げ時の2019年10⽉１⽇から
の実施を目指すこととされている。

○ 具体的な⼿続き等については、現在検討が⾏われているところ。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利⽤する子供たち
【対象者・利⽤料】
○ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利⽤する３歳から５歳の全ての子供たちの利⽤料を無償化。

＊ 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の利用料については、同制度における利用者負担額を上限として無償化（上限月額
2.57万円）。

＊ 実費として徴収されている費用（通園送迎費、食材料費、行事費など）は、無償化の対象外。
＊ 幼稚園（４時間程度）については満３歳（３歳になった日）から、保育所については３歳児クラス（３歳になった後の最初の４月以降）から無

償化。その他の施設等については、上記取扱いも踏まえて、検討が行われているところ。

○ ０歳から２歳児の子供たちの利⽤料については、住⺠税非課税世帯を対象として無償化。

【対象施設・サービス】
○ 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育（小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所

内保育）、企業主導型保育事業（標準的な利⽤料）も同様に無償化の対象。

※ 最優先の課題である待機児童解消の実現に向けては、女性就業率80％に対応できる「子育て安心プラン」を前倒しし、2020年度末
までに32万人分の受け皿整備を進める。
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幼稚園の預かり保育を利⽤する子供たち
【対象者・利⽤料】
○ 幼稚園の預かり保育を利⽤する子供たちについては、新たに保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼

稚園保育料の無償化（上限⽉額2.57万円）に加え、利⽤実態に応じて、認可保育所における保育料の全国平均額
（⽉額3.7万円）と幼稚園保育料の無償化の上限額との差額である最大⽉1.13万円までの範囲で預かり保育の利
⽤料を無償化。

※ 認定こども園における子ども・子育て支援新制度の１号認定の子供たちが利用する預かり保育も含む。

認可外保育施設等を利⽤する子供たち
【対象者・利⽤料】
○ 認可外保育施設等を利⽤する子供たちについても、保育の必要性があると認定された３歳から５歳の子供たち

を対象として、認可保育所における保育料の全国平均額（⽉額3.7万円）までの利⽤料を無償化。
○ ０歳から２歳児の子供たちについては、住⺠税非課税世帯の子供たちを対象として、⽉額4.2万円までの利⽤料

を無償化。

【対象施設・サービス】
○ 認可外保育施設等とは、一般的な認可外保育施設、地⽅自治体独自の認証保育施設、ベビーホテル、ベビー

シッター、認可外の事業所内保育等を指す。このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業、病児保
育事業及びファミリー・サポート・センター事業が対象。

○ 無償化の対象となる認可外保育施設等は、都道府県等に届出を⾏い、国が定める認可外保育施設の指導監督基
準を満たすことが必要。ただし、経過措置として、指導監督基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする
５年間の猶予期間を設ける。

いわゆる「障害児通園施設」を利⽤する子供たち
【対象者・利⽤料】
○ 就学前の障害児の発達支援（いわゆる障害児通園施設）を利⽤する子供たちについて、利⽤料を無償化。

＊ ３歳から５歳が対象（なお、０歳から２歳児の住民税非課税世帯については、既に無償となっている）。

○ 幼稚園、保育所、認定こども園といわゆる障害児通園施設の両⽅を利⽤する場合は、両⽅とも無償化の対象。
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幼児教育の無償化の具体的なイメージ（例）

３歳〜５歳
保育の必要性の認定
事由に該当する子供

３歳〜５歳
上記以外

・共働き家庭

・シングルで働いている家庭

など

・専業主婦（夫）家庭 など

幼稚園、保育所、認定こども園、
障害児通園施設

幼稚園、保育所、認定こども園、
障害児通園施設

無償
（幼稚園は月２．５７万円まで）

利用 幼稚園の預かり保育幼稚園の預かり保育

利用

利用
（複数利用）

複数利用
幼稚園、保育所、
認定こども園

障害児通園施設

認可外保育施設、ベビーシッターなど
（一般的にいう認可外保育施設、自治体の認証保育施設など）

ともに無償
（幼稚園は月２．５７万円まで）

利用
幼稚園、認定こども園、

障害児通園施設
幼稚園、認定こども園、

障害児通園施設

複数利用 幼稚園、認定こども園 障害児通園施設
ともに無償

（幼稚園は月２．５７万円まで）

無償
（幼稚園は月２．５７万円まで）

（注１）幼稚園の預かり保育や認可外保育施設を利用している場合、無償化の対象となるため
には、保育の必要性の認定事由に該当することが必要となる。

住民税非課税世帯については、０歳～２歳児についても上記と同様の考え方により無償化の対象となる。この場合、月４．２万円まで無償。

（注２） 上記のうち認可外保育施設及びベビーシッターについては、認可外保育施設の届出をし、指導監督の基準を満たすものに限る（ただし、５年間の経過措置として、

指導監督の基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする猶予期間を設ける）。

（※）

（※） 地域型保育も対象。また、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も対象。

月3.7万円まで無償

幼稚園保育料の無償化
（月2.57万円まで）に加え、月1.13万円

（月3.7万円との差額）まで無償

28



階層区分 利用者負担

①生活保護世帯 ０円

②市町村民税
非課税世帯

(所得割非課税世帯含
む)

（～約270万円）

３，０００円
〔０円〕

③市町村民税
所得割課税額
77,100円以下

（～約360万円）

10,100円
〔3,000円〕

④市町村民税
所得割課税額
211,200円以下

（～約680万円）

２０，５００円

⑤市町村民税
所得割課税額
211,201円以上

（約680万円～）

２５，７００円

階層区分
利用者負担 利用者負担

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

①生活保護世帯 ０円 ０円 ０円 ０円

②市町村民税
非課税世帯

（～約260万円）

６，０００円
〔０円〕

６，０００円
〔０円〕

９，０００
円

〔０円〕

９，０００円
〔０円〕

③所得割課税額
48,600円未満

（～約330万円）

１６，５００円
〔6,000円〕

１６，３００円
〔6,000円〕

１９，５００円

〔9,000円〕

１９，３００円

〔9,000円〕

④所得割課税額
57,700円未満
〔77,101円未満〕
（～約360万円）

２７，０００円
〔6,000円〕

２６，６００円
〔6,000円〕

３０，０００円

〔9,000円〕

２９，６００円

〔9,000円〕

97,000円未満
（～約470万円） ２７，０００円 ２６，６００円

３０，０００
円

２９，６００円

⑤所得割課税額
169,000円未満

（～約640万円）
４１，５００円 ４０，９００円 ４４，５００円 ４３，９００円

⑥所得割課税額
301,000円未満

（～約930万円）
５８，０００円 ５７，１００円 ６１，０００円 ６０，１００円

⑦所得割課税額
397,000円未満

（～1,130万円）
７７，０００円 ７５，８００円 ８０，０００円 ７８，８００円

⑧所得割課税額
397,000円以上

（1,130万円～）
１０１，０００円 ９９，４００円 １０４，０００円 １０２，４００円

教育標準時間認定の子ども
（１号認定）

保育認定の子ども
（２号認定：満３歳以上） （３号認定：満３歳未満）

平成30年度における特定教育・保育施設等の利用者負担（月額）

多
子
カ
ウ
ン
ト
年
齢
制
限
な
し

〃

有
り
（
小
学
校
３
年
生
以
下
）

多
子
カ
ウ
ン
ト
年
齢
制
限
な
し

〃

有
り
（
小
学
校
就
学
前
）

※１ 〔 〕書きは、ひとり親世帯、在宅障害児（者）のいる世帯、その他の世帯（生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯）の額。
※２ 満３歳に到達した日の属する年度中の２号認定の利用者負担額は、３号認定の額を適用する。
※３ １号認定は小学３年以下の範囲、２・３号認定は小学校就学前の範囲において、特定教育・保育施設等を同時に利用する最年長の子どもから順に２人目は上記の半額、３人目以降については０円とする。

ただし、年収約３６０万円未満相当の世帯においては多子のカウントにおける年齢制限を撤廃し、年収約３６０万円未満相当のひとり親世帯等については２人目以降については０円とする。
※４ 給付単価を限度とする。
※５ １号認定においては、平成26年度の保育料等の額が市町村が定める利用者負担額よりも低い私立幼稚園・認定こども園については、現在の水準を基に各施設で定める額とすることも認める（経過措置）。 29

○ 平成30年度予算に基づき国が定める利用者負担の上限額基準（国庫（都道府県）負担金の精算基準）は、以下のとおり。
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⾷材料費の取扱いについては、これまでも基本的に、実費徴収⼜は保育料の一部として保護者が負担
してきたことから、幼児教育の無償化に当たっても、この考え⽅を維持することを基本とし、以下のよ
うな取扱いとしてはどうか。

○ １号認定子ども（幼稚園等）・２号認定子ども（保育所等（３〜５歳））は、主⾷費・副⾷費と
もに、施設による実費徴収（現在の主⾷費の負担⽅法）を基本とする。（負担⽅法は変わるが、
保護者が負担することはこれまでと変わらない。）
 生活保護世帯やひとり親世帯等（※）については、引き続き公定価格内で副⾷費の免除を

継続する（現物給付）。
※ 生活保護世帯・⾥親、市町村⺠税非課税世帯・ひとり親世帯・在宅障害児がいる世帯の一部の子及び第３子

 さらに、副⾷費の免除対象の拡充等の措置を検討する。
○ ３号認定子ども（保育所等（０〜２歳））は、無償化が住⺠税非課税世帯に限定されるため、現⾏

の取扱いを継続する。

実費

１号認定
（幼稚園等）

２号認定
（保育所等）

副食費（4,500円）

主食費（3,000円）

実費

保育料
保育料

実費

無償化
（給付）

１・２号認定
（共通化）

現 ⾏ 無償化後

生活保護世帯や
ひとり親世帯等
は免除（公定価格）

保護者
負担

１．幼児教育無償化に伴う食材料費の⾒直し
（１）食材料費（副食費）の取扱いに関する方向性（案）

保護者
負担

平成30年11月22日子ども・子育て会議
（第39回）資料から抜粋
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• 特に利⽤調整により利⽤施設が決まる２号認定子ども（保育所等（３〜５歳））について、⾷材料費の負
担が著しく⾼額になることなどがないよう⽅策を検討すべきではないか。

• ⾷材料費の取扱いの⾒直しや、生活保護世帯やひとり親世帯等への免除の拡充について、保護者に向け
て丁寧な周知を⾏うことが必要ではないか。

• ⾷材料費の「⾒える化」による保護者の関⼼の⾼まりや施設の説明責任の明確化を通じ、アレルギー対
応や保護者への栄養に関する助言など、⾷育の充実につなげる⽅策の検討が必要ではないか。

（２）取扱いの⾒直しに関する周知等

（参考）「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会
報告書」 (平成30年5月)（抜粋）

保護者から実費として徴収している通園送迎費、⾷材料費、⾏事費などの経費については、
無償化の対象から除くことを原則とすべきである。なお、そもそも認可施設における⾷材料
費の取扱いが保育の必要性の認定種別間で異なっている現状があり、上記原則を踏まえた対
応について早急に検討すべきである。


